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 第１節　多様な学びの環境整備
 

第１項　学校教育の充実と支援
 １．目指すこと

   児童生徒一人ひとりに応じたきめ細やかな指導の充実を図り、全てのこどもたちが個性や特性を伸ば

しながら、持てる力を十分に発揮できるよう取組を推進します。また、質の高い教育を受けられるよう小中

学校の適正な規模や配置などを検討し、教育環境や施設・設備の計画的な整備と合わせて、将来にわ

たり持続可能な学校教育の充実を図ります。

 ２．現状と課題
 ・今日のこどもたちを取り巻く環境は、少子化によ

る児童生徒数の減少、国際化、高度情報化など

により大きく変化していることから、様々な施策に

より対応する必要があります。 

・町では小中学校間で情報交換を行い、授業や生

活指導の改善、地域を担う人材の育成など小中

学校９年間を見据えた小中一貫の教育を推進し

ています。 

・こどもたちは一人ひとり違った個性を持っているこ

とから、そのこどもに適した対応が必要であり、不

登校児童生徒の学習や学校復帰への支援、心

の悩みに寄り添う相談室の充実を図る必要があ

ります。 

・国が進めるＧＩＧＡスクール構想のもと、ＩＣＴ教育

環境の整備を進め、教育の質の向上・学習活動

の充実を図るとともに、教職員の働き方改革を目

的とした負担軽減を進めていく必要があります。 

・少子化により、児童生徒数が減少していくことを

踏まえ、適切な学校規模や配置などについて検

討を進めていく必要があります。 

 ３．施策の展開

 ○教育環境の整備

 ・施設の老朽化に対しては、児童生徒の学校生活に支障が及ばないよう、持続可能な施設整備を進めます。
 ・今後の人口推移や児童生徒数予測などを注視しながら、適切な学校規模や配置について、地域住民とと

もに方針を決定していきます。

  
 

主
な
取
組

・児童生徒の安全で快適な教育環境の維持管理及び適切な施設管理 
・施設・小中学校の規模や配置についての最適化の検討

■児童数・学級数の見通し

■生徒数・学級数の見通し
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本
計
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 ○教育の充実

 ・未来を担うこどもたちが社会的に自立した大人になれるよう、一人ひとりの個性や能力の成長を支え、各

学校の教育活動が豊かに展開できるよう支援します。

  

主
な
取
組

・学校間の連携、協力体制による小中一貫教育の推進 
・英語教育によるコミュニケーション能力や国際感覚の育成 
・ICT 環境の整備や情報活用能力の育成 
・総合的な学習による主体的・創造的・共同的に課題解決に取り組む姿勢の育成 
・学校と行政の連携による社会で主体的に生きる力を養う教育 
・地域資源を生かした教育の推進 
・食育推進計画に則った食育の推進 
・下諏訪向陽高校との連携、支援の実施

 ○教育支援の充実

 ・友達関係や家庭環境で悩みを持つ児童生徒への支援を進めます。 

・様々な特性を持った児童生徒や家族への支援を進めます。 

・共生社会の実現を目指し、インクルーシブ教育＊１を推進します。

  
主
な
取
組

・相談員やスクールカウンセラーの適正配置による児童生徒、家庭との相談事業の推進 
・不登校児童や生徒に対する学習支援や相談の実施 
・特別支援教育コーディネーターによる就学支援の推進 
・特別支援学級、ことばの教室の充実 
・他国籍の児童生徒やその世帯への教育支援

 ○就学に対する支援の充実

 ・経済的支援が必要な家庭、保護者への支援を実施します。

  主
な
取
組

・経済的理由により就学諸費用に困っている保護者に対する学用品費、学校給食費等を援助する 

就学援助制度による支援 
・遠距離通学でバスを利用している児童生徒への遠距離通学補助の実施 
・奨学基金やこども未来基金による奨学金の貸与又は給付の実施

 ○地域の見守りの推進

 ・地域住民を中心に、登下校時のこどもの安全を見守る活動を実施します。 

・地域全体で「ながら見守り」を推進していきます。

  主
な
取
組

・みんなで進める地域ぐるみのあいさつ運動などによる見守り活動の促進

 関連個別計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ■下諏訪町こども計画　２０２５年度－２０２９年度　　　　　　　　　　　■第２次下諏訪町食育推進計画　２０２３年度－２０３２年度

 用語の解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ＊1　インクルーシブ教育：障がいのあるこどもも、そうでないこどもも分け隔てなく互いの違いを尊重しながら同じ場所で
学び、成長していく教育のこと。

- 39 -



進んで教養を深め、かおり高い文化を創造するまち第  章

前
期
基
本
計
画

第
２
章

 

 

 

 
 

 

 

 

 第１節　多様な学びの環境整備
 

第２項　多様な学びへの支援
 １．目指すこと

   地域の人材、団体、物的資源を生かし、学校や家以外でも安心して楽しく過ごせる場所を提供するな

ど、こどもを地域で支えるとともに、これからの社会に出ていくために必要なコミュニケーション能力や問

題を解決する力を伸ばすことで、こどもが健全で心豊かに成長することを目指します。

 ２．現状と課題
 ・地域住民の協力により、各種行事や防災活動が行われ、児童が安心安全に過ごせる居場所として放

課後子ども教室を実施していますが、活動に積極的に関わることができる人材が少なくなっているとと

もに、少子化の影響で地域活動が縮小傾向にあります。 

・「こども食堂」、遊びや交流の場、親子で楽しめるイベントの開催など、住民有志や民間の団体によるこ

どもの居場所づくりに関する様々な活動が行われています。こどもが安心して過ごす場所が増えるよ

う、活動を支援することが求められています。 

・全国的に不登校のこどもが増えている中、学校だけではなく、一人ひとりの事情に合わせた多様な学

びの場が利用できるよう、柔軟な対応が必要となっています。 

・少子化や教職員の働き方改革を背景に、部活動の地域展開が進められています。休日の活動につい

ては、順次展開が進められているものの、平日の活動については、受け皿となる団体の確保、保護者負

担の軽減など解決すべき課題が多く残されています。
 ・近年スマートフォン等の普及により、インターネットやＳＮＳを通じてこどもの非行や犯罪被害につながる

ことが懸念されていることから、その危険性や安心安全な社会づくりの意義を理解し、自らの生命を守

るために必要な知識や技能を身につけさせるとともに、こどもの安全を町全体で見守る体制づくりが

必要となっています。

 ３．施策の展開

 ○地域とのかかわり

 ・地域の方や団体が様々な形で教育活動に参画し、こどもの健全な成長にかかわることができるよう支援し

ます。

 主
な
取
組

・コミュニティスクール＊1 の活用 
・地区行事や地区防災活動への参加 
・部活動の地域展開の推進

  

○多様な学びの支援  

 ・未来を担うこどもが、学校だけでなく様々な活動に参加しやすくなるよう、こどもの居場所づくりへの取組を

支援します。

  主
な
取
組

・こども未来基金や国の補助金等を活用した、こどもの居場所づくり活動への支援 
・フリースクールを利用している児童生徒の保護者への経済的支援
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 ○こども・若者・子育て家庭が安心して暮らせる環境づくり

 ・地域の特性を生かした青少年健全育成活動を推進するとともに、地域全体でこどもが安心安全に過ごせ

るよう子育て施策を展開します。

  
主
な
取
組

・児童の居場所づくりの推進 
・コーディネーターによる放課後子ども教室の運営の実施 
・青少年健全育成事業の実施 
・児童遊園地の遊具等の維持管理 
・関係機関と連携したインターネットを起因とするトラブルや犯罪被害防止への取組の推進

 関連個別計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ■下諏訪町こども計画　２０２５年度－２０２９年度　

 用語の解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ＊1　コミュニティスクール：下諏訪町では長野県が進める「信州型コミュニティスクール」を導入。信州型コミュニティスクー
ルとは、学校と地域住民の協働による地域に開かれた信頼される学校づくりを進め、地域住民が①学校運営参画②学
校支援③学校評価を一体的・持続的に実施していく仕組みのこと。
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前
期
基
本
計
画

第
２
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 第１節　多様な学びの環境整備
 

第３項　生涯学習の勧め
 １．目指すこと

   誰もが生活の中から湧いた興味、関心、意欲を学びの機会にすることができる環境を整えるとともに、

仲間との学び合いと交流によるコミュニティづくりを進めることで、豊かな心を育み、個性の伸長と生きが

いを感じて生活を送ることができる居場所につなげていきます。さらに、他者の異なる視点を認識する中

で、共に学び、共に地域を創り上げていく取組を推進します。　 

図書館においては、利用者の必要とする情報を提供できるよう、時代のニーズに沿ったデジタル資料

や電子図書など様々な形態の資料が提供できる環境を整えていきます。

 ２．現状と課題
 ・経済的な豊かさだけでなく、精神的な豊かさや健康を意

識した考え方が広がり、価値観やライフスタイルの多様化

が進んでいます。急激な社会情勢の変化の中、これまで

以上に世代を超えた交流や学びに対する意識が高まって

います。 

・インターネットや SNS の普及に伴い情報格差が生まれて

いることから、誰もが生活の中で活用できるよう、環境整

備や格差解消へ向けた取組を促進する必要があります。
 ・図書館の利用が多様化する中で、魅力ある図書館とは何かを常に考えながら、地域や住民のニーズに

的確に対応した様々な事業や資料の紹介を通して、新規利用者の開拓を行い、登録者数や貸出数の

増加につなげていくことが必要です。

 ３．施策の展開

 ○学びの機会の創出

 ・興味、関心、意欲を自発的な学びへと結び付けるきっかけづくりと位置付け、講座等を開講します。

 

主
な
取
組

・受講者へのアンケート結果を踏まえた魅力ある講座、学級、町民大学等の開講 
・他の社会教育施設等との連携及び技能を持つ住民や社会教育関係団体との協働による講座、
学級、町民大学等の開講 

・講座終了後も学習活動を継続するサークル化への誘導 
・デジタルデバイド＊1 の解消及びデジタルリテラシー＊2 の向上に資する講座の開講 
・オンラインや YouTube 配信などを活用した講座の開講

 ○学習活動への支援

 ・仲間との交流を深め、継続して学び合う活動を通じたコミュニティづくりを啓発します。 

・豊かな心を育み、個性の伸長と生きがいを感じて生活を送ることができる居場所を創出します。

  主
な
取
組

・広報誌やホームページ、新聞等の多様な媒体による学習活動の紹介 
・誰もが学習成果を発表できる環境の整備 
・民公協働による町民総合文化祭等の開催を通じた交流、創造、発展の場の構築

  

下諏訪町デジタルアルバムでまちづくり講座
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 ○公民館の利用の促進

 ・学習活動の拠点として、利便性の向上を図ります。

  主
な
取
組

・いつでも誰もが学べる環境の整備 
・施設の有効利用を図るためのデジタル環境の整備 
・地域づくりを支援する役割が期待される社会教育主事＊３及び社会教育士＊４の育成

 ○各区分館の活動への支援

 ・地域の学習拠点である分館の活動を支援します。

  主
な
取
組

・分館の活動に対する講師紹介や備品貸出等による支援 
・各区分館の運営・活動に関する課題共有及び情報交換

 ○図書館の利用促進

 ・図書館での企画行事や家庭読書の日などを通じて本に親しむ機会を提供します。 

・住民のニーズに沿った情報が提供できるよう、必要な資料の収集、保存に努めます。 

・学習スペースとしての利用など気軽に利用できる場所として環境を整備します。

  

主
な
取
組

・図書館行事の企画・開催 
・町内小中学校や高等学校及び関連団体との連携 
・デジタルアーカイブなどのデジタル資料の収集と利用の促進 
・視覚障がい者等、図書館利用に困難のある方への支援 
・学ぶ場所としての会議室の活用 
・電子図書館（デジとしょ信州）の活用

 関連個別計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ■下諏訪町子ども読書活動推進計画　２０２２年度－２０２６年度

 用語の解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ＊１　デジタルデバイド：情報通信技術（ICT）を使いこなせる人とそうでない人との間に生じる格差のこと。 
＊2　デジタルリテラシー：デジタル技術や情報を正しく理解し、適切に活用できる能力のこと。 
＊３ 社会教育主事：専門的な知見からの指導や助言を行うことで、住民の主体的な学習活動の支援に携わる人のこと。 
＊４　社会教育士：場や所属に関わらず、多様な学習活動への支援を通じて、人と人とを結ぶ取組に携わる人のこと。
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第
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 第２節　広く豊かな感性の育成
 

第１項　文化の継承と創造
 １．目指すこと

   先人によって守られてきた史跡、建造物や伝統芸能、景観などの貴重な文化遺産を次世代に継承する

ため、有形・無形の文化財について調査し、適切に保護します。また、博物館等における展示、情報発信

により住民の学びを促し、地域文化への理解を深めるとともに、文化遺産を地域振興や文化観光の資源

としても活用し、魅力あるまちづくりにつなげます。 

文化センターホール（劇場）を舞台芸術に気軽に触れられる場とすることで、感性と創造性を育むとと

もに、誰もが芸術表現の披露や技能向上を図れる環境を整備し、文化芸術が日常に息づくまちを目指し

ます。

 ２．現状と課題
 ・少子高齢化の進行により、建造物や歴史資料を維持管理す

る人や伝統芸能の担い手が不足し、継承が困難になること

が懸念されることから、町内に現存する文化遺産を正しく評

価し、長期的に管理するための環境を整えたうえで、住民の

協力のもと身近な宝として地域全体で見守っていく必要が

あります。 

・博物館については、歴史文化を広く伝えることができる学芸

員や運営ボランティアの継続的な人材育成が必要です。

 ３．施策の展開

 ○地域の文化遺産の調査研究、保存と継承

 ・地域の文化遺産について調査研究し、現状を把握するとともに、後世に引き継がれるよう適切な保全を図

ります。

 

主
な
取
組

・指定文化財等の現状把握のための定期的な調査 
・各地区に残された未指定の文化財、伝統芸能等の現況把握の実施 
・伝統芸能等の無形文化財を次世代に継承していくための環境整備と地域との連携 
・周知の埋蔵文化財包蔵地＊1 における調査の実施 
・文化財指定による保護の強化、登録制度の検討 
・指定文化財の適正な保存管理と修繕のための補助金制度の活用 
・伏見屋邸など町所有の歴史的建造物の適正な維持管理 
・星ヶ塔遺跡の維持管理

 ○文化遺産の地域振興への活用

 ・文化遺産を守るとともに、その歴史的価値や重要性の普及に努め、まちづくりや文化観光の資源として積

極的に活用を図ります。

  主
な
取
組

・文化財保存活用地域計画策定の検討 
・町所有の歴史的建造物の公開と有効活用 
・日本遺産を通じた構成市町村との連携による魅力の発信、誘客 
・観光部局との連携による文化遺産を活用した着地型旅行商品の開発、実施

国登録有形文化財「旧矢﨑商店」
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 ○博物館、博物館分館の運営と歴史文化に関する学びの提供

 ・博物館、博物館分館を適正に管理運営し、展示、情報の発信、関連事業の開催等を通じて、地域住民の町

の歴史文化への理解を深めます。

  

主
な
取
組

・地域の歴史文化に関する資料の積極的な収集 
・博物館収蔵品の適正な保存管理と計画的な公開 
・調査研究成果に基づく史跡探訪、体験教室、講座の開催 
・小中学校と連携した講座、関連行事の開催 
・民公協働による博物館分館の管理運営と有効活用 
・今井邦子文学祭、赤彦忌等の行事の開催、支援

 ○質の高い公演等の実施

 ・劇場における舞台芸術に親しむ機会を創出します。

  主
な
取
組

・舞台芸術に触れ、親しむ機会の創出 
・誰もが文化芸術活動における成果が発表でき、交流、創造、発信が図れる環境の整備

 ○総合文化センターの利用の促進

 ・文化芸術活動の振興拠点として、利便性の向上を図ります。

  主
な
取
組

・利用者が希望する多様な舞台演出に安定して応える環境づくり 
・知識と技術を有する民間事業者の活用による安定した舞台運営の確保

 用語の解説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ＊1　周知の埋蔵文化財包蔵地：遺跡の存在が知られている土地のこと。
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 第２節　広く豊かな感性の育成
 

第２項　友好交流の推進
 １．目指すこと

   姉妹都市や他市町村との交流を通じて親善を深め、互いの歴史・文化・風土を知ることで視野が広が

るとともに、町の魅力を再発見し、町への愛着や地域づくりへの関心を高めます。若い世代からの国際交

流は多様な価値観に触れる大切な機会と捉え、将来、グローバル社会で活躍するきっかけづくりの取組

として、海外研修やオリンピック事後交流等を通じて国際感覚を育みます。 

国内外問わず、スポーツや産業、文化など多様な分野における交流を実施し、それによって生まれた新

たな視点を取り入れ、ものづくり、まちづくりに生かしていきます。

 ２．現状と課題
 ・町制施行１００周年を機に愛知県南知多町との友好交流がスタートしました。平成２５（２０１３）年度か

らは両町の小学生が互いの町を隔年で訪問し親睦を深める交流事業を行っています。平成３０（２０１

８）年度には町制施行１２５周年を機に姉妹都市提携を締結し、民間も含め、様々なかたちの交流が進

んでいます。 

・全国市町村交流レガッタなどにより全国の市町村との交流が進み、観光やスポーツなどの面において

交流の進展が期待されています。 

・東京２０２０オリンピック・パラリンピックの事前合宿で生まれたイタリアボートチームとの関係性を起点

に、次世代に継承できる新たな国際交流を目指し、スポーツや文化、観光など幅広い視点での交流事

業の可能性を模索しています。持続可能な交流の実現には、官民連携による取組が必要不可欠であ

るため、垣根を超えた協力体制の構築が必要となります。 

・不安定な国際情勢や物価高騰など課題があるものの、グローバル社会に対応するため、海外研修によ

る中学生、高校生を対象とした海外ホームステイや短期留学の取組は重要性を増しています。

 ３．施策の展開

 ○友好交流の促進

 ・現在行われている友好交流を大切にしながら、歴史や文化、環境の異なる新たな都市との交流の可能性

を模索し、地域外の見識を深めていきます。

 
主
な
取
組

・姉妹都市との交流内容の充実 
・各種市町村交流事業、大会等への積極的な参加 
・イタリア関係団体及び自治体との連携による交流事業の実現 
・ボートを通じた全国の自治体との交流、連携 
・中学生、高校生による海外研修事業の実施

姉妹都市交流事業（愛知県南知多町） 東京２０２０オリンピック事前合宿の様子
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